
 （陳受８第６号）  

 地域生活支援事業における「移動支援事業」及び「日中一時支援事業」の報酬引

上げに関する陳情  
 

受理年月日  
 

 

令和８年６月３日  
 

 

陳   情   者  
 

八幡町３－８－６  ニューハイツ武蔵野  

plus it.株式会社  

代表取締役  松下  尚広  ほか１名  

陳   情   の   要   旨  

  本陳情書を提出する理由を申し述べます。数年前から、武蔵野市の障害福祉施策

における「移動支援事業」と「日中一時支援事業」の２事業に関わる報酬単価が横

ばいとなっています。令和元年の東京都最低賃金が 1,013円。令和７年 10月に 1,226

円となりました。６年間で 213円の急激な上昇です。今なお、毎年上がり続けていま

す。  

  しかし、最低賃金がここまで急激に上がると、福祉事業からの他業種流出に歯止

めが利かず、他業種からの流入も見込みづらくなり、障害福祉人材の確保が極めて

難しくなりつつあります。今後国の政策として最低賃金の全国平均 1,500円という目

標も打ち立てられており、週平均 20時間以上の労働で社会保険加入義務化と、変化

が求められる時代となりました。  

  武蔵野市所管の「移動支援事業」と「日中一時支援事業」に係る、「事務手数

料」を含めた報酬単価が横ばいの現状、「時給が変わらないのであれば、他業種へ

転職する」という従業員も多く見受けられます。さらに、最近の物価高もこの流れ

を助長しており、「移動支援事業」と「日中一時支援事業」の事業縮小を行ってい

る事業所も出始めています。  

  障害福祉人材の定着は「障害児・者」やその御家族が、武蔵野市で社会生活を営

む上で必要不可欠です。事業継続が困難となれば「障害児・者」や、その御家族の

生活にも多大な影響を及ぼします。ここで、福祉人材の流出を止め、福祉人材を増

やし、利用者様を支援する喫緊の施策としては「報酬単価を上げることではない

か」と思い至りました。  

  それこそが、魅力ある福祉施策が可能な武蔵野市だと信じています。  

  以上のことから、下記について実現いただけるよう陳情いたします。  

 

記  

 

障害福祉人材の確保と定着、事業継続のためにできるだけ早急に、「移動支援事

業」と「日中一時支援事業」の報酬単価の引上げに努めていただきたい。  

 

 


